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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、企業理念”Otsuka-people creating new products for better health worldwide”（世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造す

る）の実践を通じて、持続的かつ中長期的な企業価値の増大を実現するため、透明性・公平性を保ちつつ、迅速な意思決定を行うとともに、顧客、
取引先、従業員、地域社会、株主等すべてのステークホルダーとの対話により信頼に応え社会的責任を果たしていくことを基本方針としておりま
す。

　当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます。）にて、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な方針を
定め、当社ウェブサイトに開示しております。（https://www.otsuka.com/jp/company/governance/pdf/guideline.pdf）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　実施しない理由の説明が求められる各原則について、全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1-4　政策保有株式

　上場株式の政策保有に関する方針及び議決権行使の基準については、「ガイドライン4.上場株式の政策保有およびその議決権行使」にて以下
のように開示しております。

・当社は、事業上の関係の維持・強化を図ることにより、当社の中長期的な企業価値を向上させることを目的として、当社の取引先等の上場会社

の株式を政策的に保有することがあります。

・個々の政策保有株式について、取締役会において、毎年、その保有が前項の目的につながるか否か個別に検証を行い、企業価値の向上に寄

与しないと判断した場合、保有関係を見直します。

・政策保有株式の議決権行使については、原則として投資先企業の取締役会提案議案に賛成します。但し、当社の企業価値の向上に寄与しない

恐れがあるなどの場合には、検証の上、合理的に賛否を判断します。

＜保有の合理性を検証する方法＞

　当社及び当社グループ会社が保有する投資株式について、毎年、取締役会で個別銘柄毎に経済合理性、定性的保有意義の両面から検証して

います。

・経済合理性は、個別銘柄毎に、取得価額に対する当社グループの目標資本コストに比べ、配当金・関連取引利益などの関連収益が上回ってい

るか否かを検証しています。

・上記に加え定性的保有意義についても確認し、このうち継続して保有するとした銘柄については、投資先との取引関係の維持・強化や共同事業

を推進することなどを保有目的としていることを確認しています。

・併せて、所期の目的や保有意義が希薄化してきたことなどから、今後、保有意義を見極めたうえで売却を検討していく銘柄も確認しています。

＜保有の適否に関する取締役会等における検証の内容＞

　2019年12月末時点で当社及び当社グループ会社が保有する投資株式について、取締役会にて経済合理性、定性的保有意義の両面から検証を
行った結果、保有意義が希薄化した投資先について削減を進めております。

原則1-7　関連当事者間の取引

　関連当事者取引の重要性やその性質に応じた手続きの枠組みについては、「ガイドライン5.関連当事者間取引」にて開示しており、2019年2月開
催の取締役会において、その状況を報告しております。

原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮については、「ガイドライン19.アセットオーナーとしての機能」にて以下のように規定しております。

・当社は、大塚製薬企業年金基金を通じて企業年金の積立・運用を行っております。

・大塚製薬企業年金基金は、代議員会、理事会および資産運用委員会で構成され、その構成員には、当社グループの財務および人事部門にお
いて専門知識を有するもので構成されています。

・年金資産の運用状況については、定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じて資産運用委員会で年金資産構成の見直しを行っておりま
す。

・運用機関に対しては、運用実績や運用方針、運用プロセス等を勘案して総合的に評価・モニタリングを行っております。

　大塚製薬企業年金基金は、アセットオーナーとして「責任ある機関投資家の諸原則　日本版スチュワードシップコード」の受け入れを表明してい
ます。

　当基金が年金資産の運用を委託している運用機関（以下「運用受託機関」という）に対しては、スチュワードシップコードを遵守し、投資と対話を
通じて投資先企業の企業価値の向上、持続的な成長を促すことにより、当基金の加入者・受給権者等の中長期的な投資リターンの拡大を図るよ
う行動することを求めています。

　スチュワードシップ責任を果たすために、当基金としてスチュワードシップコードの各原則に基づく方針を示し当基金のウェブサイトに公表してお
ります。

（https://www.otsuka-kikin.or.jp/entrance/steward/index.html）



原則3-1　情報開示の充実

(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

＜企業理念＞

　”Otsuka-people creating new products for better health worldwide”（世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造する）

　大塚グループは、この企業理念のもと、「大塚だからできること」「大塚にしかできないこと」に日々実践しようと努めています。大塚の遺伝子であ
る「実証と創造性」を受け継いで、革新的で創造性に富んだ医薬品や機能性飲料・機能性食品などの幅広い製品・サービスを創り出し、世界の
「人々の豊かで健康な暮らしに貢献したいと願っています。

　企業理念は、「ガイドライン1.(2)企業理念」及び当社ウェブサイトにて開示しております。

＜経営戦略・経営計画＞

　経営計画の策定・開示については、「ガイドライン７．経営計画の策定、開示」にて、企業理念を軸としたトータルヘルスケア企業として、持続的成
長と企業価値向上のために、自社の資本コストを把握した上で、中長期視点の収益計画や資本政策の基本的な方針を策定し、株主を含むすべて
のステークホルダーとの信頼関係構築のために開示することを規定しています。

　大塚グループの経営戦略、経営計画については、「中期経営計画」を策定し当社ウェブサイト等にて開示しており、事業説明会等のIR活動にお
いても「中期経営計画」の方針・進捗状況などを説明しております。

(1) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、上記「１．基本的な考え方」に記載のとおりです。

　詳細につきましては、当社ウェブサイトにて「ガイドライン」を開示しております。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　取締役の報酬体系については、「ガイドライン8.(4)報酬」に開示しております。

　当社の役員報酬制度は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、また、業務執行・経営監督等の機能が、透明
性・公平性を保ちつつ適切に発揮されることを目的として定めております。

　また、当社は、2017年2月より取締役会の諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置し、取締役の報酬体系、水準等に関する事項に
ついて協議し取締役会に答申することとしております。（コーポレートガバナンス委員会については、「ガイドライン10．コーポレートガバナンス委員
会」及び本報告書「取締役会関係（任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性）」ご参照）

　当社の役員報酬制度の基本的な考え方、報酬の額又はその算定方法の決定方針については、本報告書「取締役報酬関係（報酬の額又はその
算定方法の決定方針の開示内容）」に記載のとおりです。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役の選解任基準については、「ガイドライン8.(2)選解任基準」にて開示しております。

　当社は、2017年2月より取締役会の諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置し、取締役・監査役の選任・解任等に関する事項につい
て、その妥当性・公平性を協議し取締役会に答申することとしております。監査役候補者については、取締役会への答申に先立ち、監査役会にお
ける同意を得るものとしております。

　取締役・監査役候補の指名手続は、コーポレートガバナンス委員会による答申を踏まえ、代表取締役社長が取締役会に付議する原案を作成し、
取締役会において、独立社外取締役を含む取締役会メンバーによる審議により原案の妥当性が審査され決定されております。

※後継者計画（プランニング）について

　当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企業理念に基づいた「資質」と「スキル」を兼ね備えた経営人材の育成を計画的
に行っていくため、次世代経営人材育成プログラムを継続的に構築・実践し、その状況について、定期的に取締役会において報告を行っておりま
す。（「ガイドライン13.経営人材の育成」ご参照）

(5) 取締役会による経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　招集通知における役員選任議案にて、各候補者の指名理由を開示しております。

補充原則4-1-1　

　経営陣に対する委任の範囲の概要については、「ガイドライン8.(5)取締役等への委任」にて開示しております。

原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　社外取締役の独立性判断基準については、「ガイドライン8.(3)社外取締役の独立性基準」及び本報告書「独立役員関係　その他独立役員に関
する事項」にて開示しております。

補充原則4-11-1

　取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、「ガイドライン8.(2)選解任基準」にて以下の
ように開示しております。

・持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく取締役会全体の多様性を確保するため、当社は、適切で実効的なコーポレートガバナ
ンスの実現・維持に相応しい見識、高度な専門性、豊富な経験を有する人材を取締役に選任する方針であります。

　特に社内取締役については、当社の企業理念、行動規準、経営戦略の実践に必要な資質等に鑑み、その経験・専門性及び見識等を総合的に
評価して選任しております。

・社外取締役については、様々な分野の知識・経験、専門性及び企業経営の実践を経営に反映できるよう多様な人材を選任します。

　監査役の選任基準については、「ガイドライン9.(3)選任基準」にて、少なくとも1名以上の財務・会計に関する専門知識を有する者と定めており、
また社外監査役については、多角的な監査を可能とすべく、様々な分野での専門性を有する者を選任する方針としております。

補充原則4-11-2

　当社は、取締役・監査役の兼任の数についての上限は設けておりませんが、当社の役員としての職務を全うできるか否かを判断して選任してお
ります。

　取締役及び監査役の兼任状況については、株主総会招集通知における参考書類（取締役、監査役の選任議案）及び事業報告（会社役員の状
況）にて開示しております。

補充原則4-11-3

　取締役会全体の実効性についての分析・評価および結果の概要は以下のとおりです。

(1) 評価の実施方法



　2020年1月から2月にかけて、全取締役、全監査役に対するアンケートを実施し、その内容に基づいて、顧問弁護士によるレビューを受けた上で
検討・評価を実施し、2020年3月開催の取締役会において審議を行いました。

　アンケートの項目は以下のとおりです。

1 取締役会の構成の適切性

2 個々の取締役の業務分野、具体的な経営戦略・計画に対する理解・知識の十分性

3 社外取締役との連携の十分性

4 監査役会との連携の十分性

5 取締役会の運営について

6 ガバナンスとの関連について

　 i 経営戦略の方向性の決定における取締役会の機能の適切性

　 ii 経営戦略の実行についての各事業に対するモニタリングの十分性

　 iii 主要な投資家・ステークホルダーの視点の汲み取りの十分性

　 iv リスクマネジメントの適切性

　 v 各事業会社との間の連携・情報共有の十分性

7 社外役員に対するサポート体制の十分性

8 総括・実効性の観点から十分に機能しているか

(2) 結果の概要

1 上記12項目について、前年より改善が図られているという意見が増加しました。特に、「3 社外取締役との連携」、「4 監査役会との連携」、「6i 経

営戦略の方向性の決定における取締役会の機能」、「6ii 事業に対するモニタリング」についての充実が図られているとの評価でありました。

2 「5 取締役会の運営」に関しては、審議の充実が図られているとの意見では一致しているが、各子会社で審議すべき事項と当社の取締役会決議

を条件として審議すべき事項の在り方、審議時間の適正化、資料提供の早期化などの課題も指摘されており、引き続き検討を重ねていくことを確
認いたしました。

　これらの各評価を通じて、当社取締役会は実効性の観点から十分に機能していると考えますが、評価・検討を通じて明らかとなった課題につい
ては、更なる改善に努めます。また、持株会社としての在り方及び子会社との連携・モニタリングの在り方についての議論を行い、当社のコーポ
レート・ガバナンスをより深化せしめることに努めてまいります。

補充原則4-14-2

　取締役・監査役に対するトレーニングの方針については、「ガイドライン11.取締役および監査役に対する研修等」にて開示しております。

　社外役員に関する継続的な研修の機会については、併せて本報告書「社外取締役（社外監査役）のサポート体制」をご参照ください。

原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針

　株主との建設的な対話を促進するための体制の整備・取組みに関する方針については、「ガイドライン14.情報開示及び15.株主との対話」にて開
示しております。

　説明会の開催等、詳細につきましては、本報告書「IRに関する活動状況」をご参照ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

野村信託銀行（株）大塚創業家持株会信託口 57,815,660 10.66

日本マスタートラスト信託銀行(株)（信託口） 40,246,900 7.42

大塚エステート（株） 23,296,268 4.29

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口） 22,991,500 4.23

大塚グループ従業員持株会 12,998,600 2.39

(株)阿波銀行 10,970,520 2.02

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口５） 7,728,300 1.42

大塚アセット（株） 7,380,000 1.36

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口９） 6,920,200 1.27

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　CHASE　BANK　３８５１５１ 6,755,079 1.24

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　上記の株式数は2019年12月31日現在のものです。

　当社は自己株式を15,564,187株保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。所有株式数の割合計算においては自己株式を除いて
おります。

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 18 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松谷　有希雄 その他

関口　康 他の会社の出身者

青木　芳久 他の会社の出身者

三田　万世 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松谷　有希雄 ○ ―――

医療福祉の分野における豊富な経験と高い見
識及び医療全般における高い専門性に基づ
き、社外取締役として独立した立場から、当社
の経営に客観的かつ専門的な視点で適切な提
言及び助言を行っております。

また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがな
いことから、独立役員として相応しいと判断して
おります。



関口　康 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と高い見識及び医
薬品業界における高い専門性に基づき、社外
取締役として独立した立場から、当社の経営に
客観的かつ専門的な視点で適切な提言及び助
言を行っております。

また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがな
いことから、独立役員として相応しいと判断して
おります。

青木　芳久 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と高い見識及び食
品業界における豊富な経験、専門性、ネット
ワークに基づき、社外取締役として独立した立
場から、当社の経営に客観的かつ専門的な視
点で適切な提言及び助言を行っております。

また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがな
いことから、独立役員として相応しいと判断して
おります。

三田　万世 ○ ―――

証券アナリストとして企業分析に関する豊富な
経験とそれに基づく客観的に企業を観察、分析
する高い見識を有しており、社外取締役として
独立した立場から、当社の経営に客観的かつ
専門的な視点で適切な提言及び助言を行うこ
とを期待しております。

また、一般株主と利益相反を生じるおそれがな
いことから、独立役員として相応しいと判断して
おります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

コーポレートガバナン
ス委員会

6 2 2 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

コーポレートガバナン
ス委員会

6 2 2 4 0 0
社内取
締役

補足説明

　当社は、2017年2月よりコーポレートガバナンス委員会を設置しております。

　コーポレートガバナンス委員会は、取締役会の諮問機関として、以下のとおり、取締役・監査役の指名、取締役の報酬、その他コーポレートガバ
ナンスについて審議し取締役会に答申を行っております。

　コーポレートガバナンス委員会は、社長、総務担当取締役及び全ての社外取締役4名で構成され、委員長は社長としております。

【審議内容】

（1) 指名

　取締役・監査役の選任・解任等に関する事項について、その妥当性・公正性を協議し、取締役会に答申する。なお、監査役候補者については、
取締役会への答申に先立ち、監査役会における同意を得るものとする。

　候補者については、代表取締役が推薦するものとする。

（2) 報酬

　取締役の報酬体系、水準等に関する事項について協議し、取締役会に答申する。

（3) その他、コーポレートガバナンス体制の充実に関する事項についての審議し、必要に応じて取締役会に答申する。

　

（「ガイドライン10.コーポレートガバナンス委員会」ご参照）

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況



・監査役は、監査役会が定める監査方針に基づき、会計監査人（有限責任監査法人トーマツ）及び内部統制部・内部監査部門と情報・意見交換、
協議を行うことにより相互に連携を図っております。

・監査役と会計監査人とは、監査計画、監査実施状況等につき年５回の定例報告会を行って報告を受けるほか、適時に情報交換、意見交換を実
施し連携を図っております。

・監査役は、内部監査部から内部監査計画、当社各部門及び子会社等の監査結果、フォローアップの状況等について報告を求め、必要に応じて
適時に連携を図るほか、定例の監査役会において、定期的に監査の進捗と結果の報告を受けております。さらに、月次で監査報告書を書面で受
領し情報を共有しております。また、内部統制部からは、定例の監査役会において定期的に報告を受け情報共有と意見交換を図るほか、両部署
と監査役とは相互に適時に連携を十分に図り、実効性ある監査の実施に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

菅原　洋 公認会計士 △

和智　洋子 弁護士

高橋　一夫 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

菅原　洋 ○

当社及びグループ各社の会計監査人であ
る有限責任監査法人トーマツに在籍して
いましたが、在籍中に当社及びグループ
各社の監査業務を担当したことはなく2006
年2月に同法人を退職しております。当社
社外監査役就任は2010年6月であり、同
法人退職から4年以上経過しております。
さらに、同法人は当社から独立した立場で
会計監査を行っておりますので、菅原洋
氏の独立性に懸念はありません。

公認会計士としての専門知識に加え、多くの事
業経験も有しており、その経験と専門性を当社
の監査に活かすことができると判断しておりま
す。

また一般株主と利益相反を生ずるおそれがな
いことから、独立役員として指定しております。

和智　洋子 ○ ―――

弁護士として企業法務に精通しており、その経
験と専門性を当社の監査に活かすことができる
と判断しております。

また一般株主と利益相反を生ずるおそれがな
いことから、独立役員として指定しております。

高橋　一夫 ○ ―――

長年にわたりIT、内部統制部門で要職を歴任
し、また企業経営について豊富な経験を有して
おり、その経験と専門性を当社の監査に活か
すことができると判断しております。

また一般株主と利益相反を生ずるおそれがな
いことから、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】



独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

・独立役員の資格を有する社外役員をすべて独立役員に指定しております。

・社外取締役の独立性判断基準

当社は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。

(1) 当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在または過去3年において、当社または当社子会社（以下、「当社グループ会社」）の業務執行取

締役、執行役、執行役員または重要な使用人（以下、「業務執行者」）として在籍していた場合

(2) 当該社外取締役が、現在、業務執行者として在職している会社と当社グループ会社において取引があり、過去3事業年度において、その取引

金額がいずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合

(3) 当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの１事業年度あたり、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社グ

ループ会社から直接的に500万円を超える報酬（当社の取締役としての報酬は除く）を受けている場合

(4) 当該社外取締役が業務執行者を務めている非営利団体に対する寄付金が、過去3事業年度において合計1,000万円を超え、かつ、当該団体

の総収入の2%を超える場合

　（「ガイドライン8.(3)社外取締役の独立性基準」ご参照）

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

＜譲渡制限付株式報酬制度について＞

　2019年2月13日開催の取締役会において、中長期的な業績と企業価値の持続的な成長を図るインセンティブプランとして「譲渡制限付株式報酬
制度」を導入することを決議しました。

　譲渡制限付株式報酬制度については、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

　当社における2019年度の取締役の報酬額は以下のとおりであります。

　・報酬総額；　 566百万円（うち社外取締役21百万円）

　・報酬等の種類別の総額；　固定報酬 318百万円（うち社外取締役21百万円）、賞与144百万円、株式報酬104百万円

　・対象となる取締役の員数；　13名（うち社外取締役4名）

　なお、法令に従い、一部の取締役については有価証券報告書において個別開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１　当社の役員報酬制度の基本的な考え方

　当社の役員報酬制度は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、また、業務執行・経営監督等の機能が、透明
性・公平性を保ちつつ適切に発揮されることを目的として定めております。

　当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりであります。

(1) 報酬水準

　当社のグローバルな事業活動を担う優秀な人材の確保や動機付けに配慮し、その果たすべき機能・職責に十分に見合う報酬水準とします。

(2) 報酬体系

　業務執行を担う取締役の報酬については、単年度及び中長期の業績との連動性が高く、持続的な企業価値の向上を重視した報酬体系としま



す。また、現金報酬に加え、株主価値との連動性をより強化した株式報酬を設けております。社外取締役及び監査役については、定額での固定報
酬を支給し、業績により変動する報酬は支給しません。

(3) 報酬決定のガバナンス（報酬委員会及び取締役会における活動内容）

　役員報酬の決定にあたっては、取締役会の諮問機関であるコーポレートガバナンス委員会より報酬体系、報酬水準等に関する審議・答申を受け
たうえで、取締役会で決定することとしております。また、設計にあたっては、外部データを活用するなど、客観性の向上に努めております。

　当期の役員報酬の決定に関しては、取締役会、コーポレートガバナンス委員会において、審議を重ね、最終的には、コーポレートガバナンス委員
会による適切である旨の答申を踏まえ、取締役会において決定しております。

　また、2019事業年度以降の譲渡制限付株式制度の設計、導入に関しても、取締役会、コーポレートガバナンス委員会において、検討を重ね、決
定しております。

２　取締役（社外取締役を除く）報酬の内容

(1) 固定報酬（給与方式；現金、固定報酬）

・持株会社の取締役については、グループ戦略の立案・決定、グループ経営のモニタリング機能及びコーポレートガバナンスの強化等に係る職
務・職責を勘案し、報酬を決定しております。

・事業会社である子会社の取締役を兼務する取締役については、（株主総会決議による報酬限度額の枠内で）当社の立案したグループ戦略に基
づき、各事業会社の事業を執行するとともに、各事業会社における戦略の立案・決定及びコーポレートガバナンスの強化等に係る職務・職責を勘
案して決定しております。

(2) 業績連動報酬（給与方式；現金、変動報酬）

・a単年度の連結売上収益、連結営業利益、連結研究開発費投資前事業利益の達成度、b中長期の連結業績目標に対する進捗、及びc適切な
コーポレートガバナンスに基づく経営の実践、並びに本人の業績を勘案して決定しております。

・上記項目について、コーポレートガバナンス委員会にて審議のうえ取締役に答申し、取締役会において決定しております。

(3) 株式報酬（給与方式；譲渡制限付株式、変動報酬）

・2019年２月13日開催の取締役会において、中長期的な業績と企業価値の持続的な成長を図るインセンティブプランとして「譲渡制限付株式報酬
制度」を導入することを決議しました。

・本制度では、業績評価の対象期間及び業績達成等の譲渡制限の解除条件を複数組み合わせるとともに、複数事業年度の業績を評価対象とす
る譲渡制限付株式については、原則として初年度に一括して付与することなどにより、効果的な報酬体系となるよう設計しております。

・本制度により発行される譲渡制限付株式は、2019年５月30日に公表した第３次中期経営計画における業績指標を踏まえた複数の業績達成条件
を組み合わせることにより、中期経営計画の達成状況を反映した報酬体系としております。

・譲渡制限付株式の株式割当方法及び譲渡制限解除条件の概要

譲渡制限付株式の割当対象者への割当株数の決定については、対象者毎に、その職務遂行の内容や責任及び固定報酬（月額報酬）のバランス
を考慮して、１事業年度あたりの基本株数を決定し、その基本株数を基礎として、下記解除条件に応じたシリーズごとに、毎年度あるいは、複数年
度の対象期間分を当初に一括して、割当てることとしています。割当方法・譲渡制限解除条件の概要は、以下のとおりです。

　シリーズA（在籍条件）

　　割当比率；　基準株数の40％

　　評価対象年度及び割当時期；　単年度を評価対象とし、毎年割当

　　解除条件の概要；　対象年度（単年度）における在籍を条件（但し、対象年度の連結売上収益及び連結営業利益を組み合わせた目標達成度

　　　　　　　　　　　　　　が80％未満である場合には、解除されない）

　シリーズB（中期業績目標の達成）

　　割当比率；　基準株数の30％

　　評価対象年度及び割当時期；　2019から2021年度の３事業年度を評価対象とし、３年分を当初に一括割当

　　解除条件の概要；　中期業績目標の達成（中期経営計画の連結研究開発費投資前事業利益目標の達成）

　シリーズC（中期資本コスト条件の達成）

　　割当比率；　基準株数の30％

　　評価対象年度及び割当時期；　2019から2021年度の３事業年度を評価対象とし、３年分を当初に一括割当

　　解除条件の概要；　中期業績目標の達成（対象期間における資本コストを上回る連結税引後営業利益の達成）

※当該指標を選択した理由

　業績連動賞与における業績指標は、単年度の連結売上収益、連結営業利益、連結研究開発費投資前営業利益を組み合わせることにより、業
績目標達成向けて経営陣が尽力できる体系としております。

　株式報酬においては、2019年から2023年度までを対象期間とした第３次中期経営計画の達成状況を反映した報酬体系として実施しており、業績
達成等の譲渡制限の解除条件を複数組み合わせるとともに、複数事業年度の業績を評価対象とする譲渡制限付株式を、原則として、初年度に一
括して付与することなどにより、中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、より効果的な報酬体系を目指しておりま
す。

※取締役（社外取締役を除く）の報酬の構成割合

　当社の単年度及び中長期の連結業績に応じ、業績連動報酬の割合が変動する設計とし、中長期的な企業価値向上を重視する制度としていま
す。

　業績連動賞与は固定報酬の0％～100％、株式報酬は固定報酬の0％～100％の範囲で変動する設計としており、業績連動報酬の割合は、最大
で66％（200％/300％）となります。

３　社外取締役の報酬等の内容

　社外取締役については、固定報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。

５　監査役の報酬等の内容

　監査役については、固定報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。

4　取締役・監査役の報酬限度額については、以下のとおり株主総会決議により承認を得ております。

　支給対象　　　　　　　　　　　　 　報酬内容　　　　　　　　　　　　上限額（年額）　　　株主総会決議

　　取締役　　　　　　　　　　　　　　　固定報酬・業績連動賞与　 　1,500百万円　　　　2010年6月29日第2期定時株主総会

　　取締役（社外取締役を除く）　　 譲渡制限付株式報酬　　　　 1,000百万円　　　　2019年3月28日第11期定時株主総会

　　監査役　　　　　　　　　　　　　　　固定報酬　　　　　　　　　　　 　　 80百万円　　　　2010年6月29日第2期定時株主総会

５　当期における業績連動報酬にかかる指標の目標及び実績

(1) 業績連動賞与



　取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動賞与について、各業績評価指標である連結売上収益、連結営業利益、連結研究開発費投資前事
業利益はいずれも目標値以上の水準での達成となりましたので、100％の支給率となりました。

(2) 譲渡制限付株式

　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式による株式報酬については、解除条件の異なる３つのシリーズを発行しております。

　シリーズAは、単年度を評価期間とし、対象年度における在籍条件と、対象年度の連結売上収益及び連結営業利益を組み合わせた目標達成度
が80％以上であることを解除条件とします。当連結会計年度における目標値以上の水準で達成しましたので、対象取締役に対する報酬として計
上しております。

　シリーズBは、2019から2021年度の３事業年度を対象評価とし、第３次中期経営計画で設定された連結研究開発費投資前事業利益を目標として
おり、対象期間における当該指標の実績値の累計額が、評価期間における目標値の累計額を下回らないことを解除条件としています。

　シリーズCは、2019から2021年度の３事業年度を対象評価としており、対象期間における連結税引後営業利益の実績値の累計額が、第３次中
期経営計画を踏まえた連結資本コスト率に基づき算出した連結資本コストの金額の累計額を下回らないことを解除条件とします。

　当連結会計年度においては、シリーズB、Cについては評価期間３年間の１年目であるため、評価を保留しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　取締役会事務局を総務部内に置き、財務会計部及び経営企画部と連携の上、取締役会の実効ある運営のためのサポート体制を構築しており
ます。（「ガイドライン8.(8)運営」ご参照）

　監査役のサポート体制としては、監査役室を設け専任のスタッフを配置しております。また、経営に関する適切な監査を実施するため、必要に応
じて、法務部、総務部、財務会計部、経営企画部から情報収集を行う体制を整えております。（「ガイドライン9.(4)運営」ご参照）

　社外取締役・社外監査役に対しては、経営企画部、内部統制部、内部監査部及びIR部から、事業の状況、業界の状況及び事業に関わるトピック
ス等について定期的な報告会を行っております。さらに、大塚グループの事業等の理解を深めることを目的として、適宜、グループ各事業の説明
や、事業所・工場・研究所等現場の見学等の機会を設けております。

　また、監査役会と社外取締役との連携体制を強化するため、定期的な情報交換、経営に関するディスカッションも実施しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、監査役会設置会社として、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しております。また、取締役会の諮問機関として、社長、総
務担当取締役及び全社外取締役から構成されるコーポレートガバナンス委員会を設置し、取締役・監査役の指名、取締役・監査役の報酬体系・水
準その他コーポレートガバナンスに関する答申を行っております。

(1) 業務執行

（取締役及び取締役会）

　取締役会は取締役会規程に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、経営に関する重要事項の意思
決定及び業務執行の監督を行っております。取締役は現在13名（社外取締役4名を含む）であります。なお、事業年度に関する経営責任の明確化
を図るため、取締役の任期を１年としております。

（コーポレートガバナンス委員会）

　当社は2017年2月よりコーポレートガバナンス委員会を設置しています。コーポレートガバナンス委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役・
監査役の指名、取締役・監査役の報酬体系・水準その他コーポレートガバナンス体制の充実に関する事項ついて審議し、取締役会に答申を行っ
ております。同委員会は、社長、総務担当取締役及び全ての社外取締役（本報告書提出日現在4名）の6名で構成され、社長を委員長としておりま
す。

(2) 監査・監督

（監査役及び監査役会）

　監査役は取締役会に出席して意見を述べるとともに、監査役会による監査を軸に取締役の職務遂行における経営の適法性、健全性を監視して
おります。監査役は4名（うち社外監査役3名）であります。

　監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人から職務の執行状況を聴取し、稟議書等その他業務執行に係る
重要な文書を閲覧できる体制、業務執行に係る報告を求められた場合速やかに報告する体制を構築しております。また、監査役の職務を補助す
るものとして、監査役室を設置し、監査役会の招集事務及び監査役の業務補助を取締役の指揮系統から独立して実施しております。

（内部監査部）

　内部監査部門として社長直轄の内部監査部を設置し、当社及び当社の関係会社の財産及び業務全般に対して適性かつ効率的な業務執行がな
されているかについて、「内部監査規程」に基づく監査を定期的に実施し、社長、取締役及び監査役に監査報告を行っております。改善の必要性
が指摘された場合には改善勧告を行い、その後の実施状況を確認し職務執行の適正化を図っております。また、監査役監査及び会計監査と情報
の共有や相互の協力等連携を図っております。



（内部統制部）

　当社及び当社の関係会社の財務報告に係る内部統制への対応につきましては、内部統制部を設置し、内部統制に関連する諸規程・マニュアル
の整備や、運用ルールの周知徹底・教育を図るとともに、内部監査部との連携による運用状況の継続的モニタリングを行い、内部統制の経営者
評価が確実に実施できる体制を整えております。

（当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制）

　当社は、大塚グループの企業価値の最大化の役割を担う持株会社として、グループ全体の視点から業務の適正を確保するための体制を整備し
ております。

　関係会社は、「関係会社管理規程」に規定された事項について、必要に応じて当社に報告し、その中で重要な事項については当社の承認を得る
こととし、グループの連携体制を確立しております。

　当社及び主要な子会社においては、監査役制度を採用しており、それぞれ取締役の業務執行の監査を行っております。また、原則年４回グルー
プ監査役会を開催し、各社の監査役との情報の共有化、連携の強化を図り、各社の経営状況等について報告を求めることとしております。

　また、当社の内部監査部は、「内部監査規程」に基づき、関係会社も対象として監査を統括又は実施し、横断的なリスク管理体制及びコンプライ
アンス体制の構築を図り、一体的に業務の適正化を確保しております。

参考資料「模式図」をご参照ください。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社においては、社外取締役を含む取締役会が、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営計画の実行を推進するととも
に、経営に対する監督を行い、収益力・資金効率等を向上させる役割・責務を負っております。

　監査役会設置会社である当社は、取締役から独立した監査役及び監査役会が軸となり、会計監査人及び内部監査部との連携を図りながら取締
役の職務執行の監査を実施することにより、企業の健全性を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　法定期限より1週間早い総会日の3週間前を目処に発送を行っております。

　また、招集通知発送日前に当社及び東京証券取引所のウェブサイトに全文を掲載して
おります。

　2020年3月27日開催の第12期定時株主総会においては、3月5日に招集通知状を発送、
ウェブサイトへの掲載は2月27日に実施いたしました。

電磁的方法による議決権の行使 　電子投票制度を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　（株）ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行
使環境の向上に努めております。

招集通知（要約）の英文での提供
　海外投資家の議決権行使促進のため招集通知の英訳版を作成し、当社ホームページ、
東京証券取引所ホームページ及び議決権行使プラットフォームに掲載しております。

その他

　株主総会会場ロビーにて大塚グループ製品の試飲・試食コーナーを設けた他、事業活
動のトピックス、CSR活動並びに製品についてのパネル展示を行うなど、和やかな雰囲気
の中で株主の皆様に大塚グループをより深くご理解いただけるよう努めております。

　しかしながら本年度は、例年実施している商品の試飲・試食、お土産の配布につきまし
ては、新型コロナウイルスによる感染防止の観点から中止させていただきました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 　当社ホームページに掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　アナリスト・機関投資家向けに定期的な説明会を開催しております。通期及
び第2四半期決算発表時については決算説明会を、第1、第3四半期決算発表
時についてはカンファレンスコールを開催しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
　定期的に海外投資家を訪問し説明会を開催しております。また、証券会社が
開催する海外の機関投資家向けカンファレンス等にも参加しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

　ホームページには株主・投資家向けのＩＲサイトを掲載しております。決算短
信、決算説明会資料（動画配信あり）、有価証券報告書、四半期報告書、適時
開示情報、統合報告書、株主総会招集通知等を掲載しております。また、これ
らのうちの多くは英語サイトにも掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　ＩＲ担当部署としてIR部を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

・　「ガイドライン1.(1)コーポレートガバナンスの基本的な考え方」において、すべてのステー
クホルダーとの対話により信頼に応え社会的責任を果たしていくことを規定しております。

・　また、大塚グループは「大塚グループ・グローバル行動規準」を制定しており、この規準
は大塚グループで業務に従事する世界中のすべての人々に適用されます。

グローバル市場においてそれぞれのグループ会社が担う社会的、法的責任が増大する
中、高い倫理観を維持し誠実な事業活動を行うことは、企業価値を高め、すべてのステー
クホルダーの皆様に信頼を頂くうえで不可欠と考え、本規準の推進に取り組んでおります。

（https://www.otsuka.com/jp/company/conduct/）



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

・「ガイドライン16.サステナビリティ」において、『持続可能なグローバル社会の実現に向け、
企業理念のもと社会課題に積極的・能動的に取り組むこと』、『トータルヘルスケアカンパ
ニーとしての事業活動と一体化したものとして、CSR活動を推進すること』を規定しておりま
す。

・国連グローバル・コンパクトへの署名

　当社は2016年12月、「国連グローバル・コンパクト（ＵＮＧＣ）」に署名いたしました。人権・
労働・環境・腐敗防止に関するＵＮＧＣの10原則をもとに、これまで以上に明確な目標を持
ち、サステナビリティに対する取組みを推進してまいります。

・大塚グループCSRミッション

　大塚グループは、2019年、大塚グループの「CSRミッション」と「重要項目（マテリアリ
ティ）」を設定いたしました。

【大塚グループCSRミッション】

　大塚グループは、CSRを事業と一体化したものと認識し、企業理念のもと、自らの持続的
な成長と、健康でサステナブルな社会の実現を目指します。そのため、最適なガバナンス
体制を土台として、社会と地球の健康に貢献する活動目標の達成に取り組みます。

・大塚グループの環境への取組み

　大塚グループは、「世界の人々の健康に貢献する、なくてはならない企業を目指して、バ
リューチェーンを通して地球環境に配慮した事業活動を自主的、積極的、継続的に創造性
を持って取り組み、持続可能な社会の実現に貢献する」という環境方針のもと、2019年、環
境への取り組みにおける重要項目（マテリアリティ）「気候変動」「資源共生」「水資源」と特
定し、2030年目標を設定しました。

　・気候変動2030年目標：CO2排出量を2017年比で30％削減

　・資源共生2030年目標：単純焼却埋め立てを2019年比50％削減

　・水資源2030年目標　：水の利用効率を2017年比15％削減

　また2020年、プラスチック廃棄物問題の解決に取り組み、持続可能な資源の循環に貢献
するため、「大塚グループ プラスチックステートメント（基本方針）」を策定しました。

　これらの目標達成に向けグループ一体となって取り組みを推進し、サステナブルな社会
の実現を目指してまいります。

・「大塚グループ健康宣言」を制定

　大塚グループは、革新的な製品の創造や展開を通じ、人々の健康へ貢献することを目指
しています。従業員一人ひとりが心身ともに健康であるという前提があってこそ日々の充実
した業務が遂行されるものであると考え、これまでも社員ならびにその家族の健康促進に
かかわる施策に取り組んできました。当社は、健康経営をより一層推進するために2017年
4月、「大塚グループ健康宣言」を制定しました。生命関連企業として、「健康」が社会のサ
ステナビリティにとって重要であることを社内外に訴え、問題解決に取り組んでまいります。
このような取り組みの中、経済産業省と日本健康会議が共同で選ぶ「健康経営優良法人
2020～ホワイト500～」に、大塚ホールディングス、大塚製薬、大塚製薬工場が認定されて
います。

【大塚グループ健康宣言】

　「私たちは、企業理念の追求には、従業員一人ひとりの心身の健康が不可欠であると考
えています。自らの持つ能力や個性を十分に発揮し活躍するために、従業員自らが健康
の維持・増進に努めるとともに、その職場環境の整備に努めます。」

（https://www.otsuka.com/jp/company/health/）

・「消費者志向自主宣言」の表明

　当社は、2018年11月、消費者庁が推進する「消費者志向経営」の実現に向けた当社の方
針を表明する「消費者志向自主宣言」を策定しました。

　大塚グループはこれまでも生命関連企業として研究開発から製品・サービスをお届けす
るまでのすべての過程で、患者さんや生活者の皆さまのことを第一に考えた企業活動を
行ってきました。「消費者志向自主宣言」の策定を機に、お客様とのコミュニケーションをさ
らに深化し、世界の人々の健康に貢献する取組みを推進します。

（https://www.otsuka.com/jp/company/customer/）

・多様性の受容

　「ガイドライン17.多様性の受容」において、『異なる文化、背景、経験や、視点を職場で共
有し効果的にむすびつけることにより、消費者のニーズの多様化や国際化に的確に応える
製品、サービスを創出することを可能にする企業文化を醸成すること』、『多様化が進む社
会を反映し、様々なバックグラウンドを持つ人材を積極的に登用し、社内における女性の
活躍推進を含め、個々の能力を最大限に発揮できる職場環境の構築に努めること』を規定
しております。

・女性の役員・管理職

　当社における女性役員は現在取締役3名、監査役1名、執行役員3名であります。（2020
年4月1日現在）

・「女性のエンパワーメント原則（WEPs：Women’s　Empowerment Principle）」に署名

　当社は、2017年12月に女性の活躍推進に自主的に取り組む企業の行動原則である「女
性のエンパワーメント原則（WEPs：Women’s　Empowerment Principle）」に署名いたしまし

た。大塚グループは、多様な社員の活躍が事業成長の原動力になると考え、これまでもグ
ループ全体でダイバーシティを推進し、その一環として女性の活躍推進に積極的に取り組



んできました。本署名を機に女性活躍に関する取り組みをさらに推進してまいります。

　

・「なでしこ銘柄」に選定

　当社は、女性活躍推進に優れた上場企業として経済産業省と東京証券取引所が共同で
選ぶ令和元年度「なでしこ銘柄」に選定されました。

　WEPs署名を機に、これまでの活動をさらに進め、育児や介護等で原則1年在宅勤務でき
る「ファミリースマイルサポート制度」や、管理職全員を対象とした「グループ横断イクボスセ
ミナー」開催など、ライフステージごとに両立を支える多様な働き方の支援をグループ全体
で行っています。また、社員が安心して仕事を継続できる事業所内保育所の設立、等に取
り組み、現在、様々な組織やプロジェクトで女性リーダーが活躍している点が評価されまし
た。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

・「ガイドライン1.(1)コーポレートガバナンスの基本的な考え方」において、すべてのステーク
ホルダーとの対話により信頼に応え社会的責任を果たしていく旨、「同14.情報開示」におい
て、経営に関する重要な情報を積極的かつ適時・適切に開示する旨を規定しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、内部統制の主管部として、社長直轄の組織である内部統制部を設置し、財務報告に係る内部統制を含む大塚グループの内部統制に
ついて統括しております。

　大塚グループの価値向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動により生じるリスクをコントロールすることが必要であり、
このためのコーポレートガバナンスの強化が不可欠であるとの基本認識の下、以下の「業務の適正を確保するための体制」を構築し実践しており
ます。

【業務の適正を確保するための体制】

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・大塚グループは、グループ内の経営・監督機能と業務執行機能を分離しコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、当社において純粋持
株会社制を採用する。

・当社は、法令・定款及びその他諸規範とその精神を遵守し、高い倫理性に基づいた企業活動の実現のため、「大塚グループ・グローバル行動規
準」を制定する。「大塚グループ・グローバル行動規準」の具体的な指針として「大塚ホールディングス・コンプライアンス・プログラム」を制定し、「リ
スク管理委員会」の下、社員教育の徹底を図り、コンプライアンス体制の整備、維持、向上を推進する。

・金融商品取引法その他の関係法令に基づき、適正な会計処理を行い、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制の体制整備を推進するとと
もに、それが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。

・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるあらゆる反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底する。

・また、社長直轄の内部監査部を設置し、「内部監査規程」に基づき、会社の財産及び業務全般について定期的に内部監査を実施し、社長に監査
報告を行う。改善の必要性が指摘された場合には改善勧告を行い、その後の実施状況を確認する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は取締役会の記録及び稟議書等については、「会社文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態
を維持する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社及びグループ各社のリスク管理体制を確立するため、「リスク管理委員会」を設置するとともに「リスク管理規程」を制定する。「リスク管理委
員会」は各リスク管理部署による管理を通じ、大塚グループの持続的価値向上を脅かすリスクに対し、評価を行い統合的な管理を行うものとする。

・なお、不測の事態が生じた場合には、迅速な対応を行い、緊急事態による損害を最小限に抑える。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会規程に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、経営方針及び経営戦略等の重要事項につ
いて協議し決定する。

・また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機関としての取締役会と取締役会の決議に基づいて役割分担して業務執行を行う執行
役員に区分し、経営の透明性と迅速な業務執行を確保する。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は大塚グループの企業価値の最大化の役割を担う持株会社として、大塚グループ全体の視点から業務の適正を確保するための体制の整
備を行い、子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員 、会社法598条1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下取締役等

という)からの報告体制、子会社の取締役等の職務執行の効率性・適法性を確保する。

・関係会社は、「関係会社管理規程」に規定された事項について、必要に応じて当社に報告し、その中で重要な事項については当社の承認を得る
こととし、大塚グループの連携体制を確立する。

・また、「内部監査規程」に基づき、関係会社も対象として監査を統括又は実施し、横断的なリスク管理体制及びコンプライアンス体制の構築を図
り、一体的に業務の適正化を確保する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・当社は、監査役室を設置し、監査役会の招集事務、その他監査役の業務補助を、取締役の指揮系統から独立して行う。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

・前号の使用人は監査役室専任とし、専ら監査役の指示に従って、その職務の補助を行う。

・監査役室の人事異動及び人事考課については、事前に監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保す
るものとする。

(8) 取締役及び使用人並びに子会社の役職員(取締役等及び監査役並びに会計参与を含む。以下同じ)が監査役に報告するための体制その他の

監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、以下の事項が発生した場合は監査役に報告する等、取締役の職務の執行に係る監査役の情報収集を可能とする具体的
手段を確保する。

イ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

ロ 法令もしくは定款に違反する事項、その他コンプライアンス上重要と判断した事項

ハ 当社及びグループ各社の業務遂行状況

ニ 内部監査実施状況

ホ 重要な会議における決議事項

・当社は、大塚グループ各社の役職員又はこれらの者から報告を受けた者が、上記イからホの事項を当社監査役に報告をすることができる体制
を確立する。

・また、これらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制とする。

(9)　監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針

・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、
監査役の請求等に従い円滑に行いうる体制とする。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務
の執行状況を聴取し、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧することができる。

・また、取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に係る報告を求められた場合は、速やかに報告をする。

・その他、内部監査部・総務部・財務会計部・内部統制部等の関係部署は、必要に応じて監査役に情報提供を行い、監査役監査の実効性の確
保、向上に協力する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　大塚グループは、「大塚グループ行動憲章」において、反社会的勢力との絶縁を掲げ、市民社会の秩序又は安全に脅威を与える反社会的勢力



及び団体との関係を排除するとともに、断固として対決することを宣言しております。反社会的勢力からの不当要求に対しては、たとえそれが法律
に違反していない内容であっても断固として拒絶する姿勢をとることを規定しております。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

　当社は、総務部を主管部署として反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「取引先等調査マニュアル」を
制定し、平時における対応、不当要求への対応、取引先等の事前調査等を実践しております。

　また、当社は地区特殊暴力団防止協議会及び社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、緊密な情報連携に努めるほか、種々
の事案に応じて、警察及び顧問弁護士と協議し対応しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】

　当社は、お客様、株主、社会など、すべてのステークホルダーの皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に適時・適切な情報提供に努めて
おります。

　重要情報の適時開示については、上場企業として適時・適法・正確・公式に適時開示義務を遂行するため「適時開示ガイドライン」を制定、適時
開示の要否、開示資料の作成に必要な事項等を定めております。

当社の適時開示体制、プロセス等の概要は以下のとおりです。

・適時開示体制

　当社における適時開示は、内部者取引管理責任者（総務担当取締役）を委員長とし、経営企画部、ＩＲ部、広報部及び法務部のメンバーで構成
する「適時開示検討委員会」により行われます。

・適時開示プロセス

(1) 「適時開示検討委員会」は、当社の会社情報及びグループ各社から収集した重要情報につき、速やかに適時開示の要否を検討した上、開示

の必要があると判断した場合には、開示資料の作成を指示します。

(2) 「適時開示の要否結果」、及び「開示をする場合の開示資料」については、内部者取引管理責任者が最終的な承認をします。

(3) 内部者取引管理責任者の指示に基づき、承認を得た開示資料について、適時開示担当部署がTDnetを通じて速やかに開示を行います。


